
用者が当該明示を行わなかった歩合には当該秘密保持義務を課す合意等を

無効としl労働者は退職後の秘密保持義務を負わなvlとすることが適当で

あるo

く3J使用者の付随的義務

ア,安全配慮義務

使用者は1労働者が労務提供のため設置する場所,設備若しくは器具等

を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程に串いて,労働者

の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負ってVlると

.する安全配慮義務は,川義事件最高裁第三小法廷判決く昭和59年4月10

日1により確立している.これは, -般に使用者の付随的義務として位置

付けられているが,安全配慮義務が串ってはじめて労働者は就労できるの
であって.これは基本的な義務でありlそもそも労働契約上の権利義務に
ついて,何が中心的なもので何が付随的なものであるとは簡単にはいえな

いとVlう意見があったo また,安全配慮義務の保護法益は大きくl労使に

よる契約に委ねきれなvl点がありl労働契約法制に規定する意義があると

いう意見があったo

この衰全配慮義務は,その保護法益が重要であることから,これを法律

で明らかにすることが適当である.

イ 職場環境配慮義務

裁判においては,使用者はl労働者に対し-労働者にとって働きやすい

職場葬境を保つように配慮すべき義務を負っているとした例がある く三重

セクシュアルハラスメント事件津地裁判決 く平成9年11月5 EりIo

このような職場環境配慮義務について壮,契約上の債務として認められ

ているとはVlまだ言い難く1不法行為蔭上の注意義務にすぎない面も強vl

のではなvlかとの意見があったo

一方1付随的義務の全般に関することではあるが,債務不履行責任と不

法行為責任は確かに違うとしてもl救済を求める労働者からすれば保護さ

れる利益は共通であるとの意見, -般的な規定を置いて場-合によっては債

務不履行,場合によっては不法行為として解釈に委ねることはあり得ると

の意見があったo

使用者が職場環境配慮義務を負うことを法律により明らかにすること

については1裁判例上, -般的な職場環境配慮義務の内容がいまだ確立し

ていないため,使用者が保つよう配慮すべき r労働者にとって働きやすい

職場環境Jの内容が問題となること1また,裁判例上,職場環鏡配慮義務

の内容が近年示されてきているセクシュアルハラスメントに関しては既に

52


